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第 １ 章      総　　 則

第 １ 節    目　　的

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号、以下「法」という。）の趣旨に

基づき、熊本県における水防事務の調整及びその円滑な実施のために、必要な事項を

規定し、洪水又は高潮による水災を警戒し、防ぎょし、及びこれに因る被害を軽減し、

もって、公共の安全を保持することを目的とする。

第 ２ 節    用 語 の 定 義

主な水防用語の定義は次のとおりである。

  (１)  水防管理団体

　　　  水防の責任を有する市町村をいう（法第２条第１項）。

  (２)  指定水防管理団体

　　　  水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大な関係のあるものについて、

　　　知事が指定した団体をいう（法第４条）。

  (３)  水防管理者

        水防管理団体である市町村の長をいう（法第２条第２項）。

  (４)  消防機関

        消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第９条に規定する消防の機関（消

      防本部、消防署及び消防団）をいう（法第２条第３項）。

  (５)  水防警報

        国土交通大臣又は県知事が、洪水又は高潮により重大な損害を生ずるおそれ

      があると認めて指定した河川等について、水防を行う必要がある旨を警告して

      行う発表をいう（法第２条第７項、法第１６条）。

  (６)  水防団待機水位（通報水位）

        水防のため、はん濫注意水位に達する前に観測、通報を開始するよう指定さ

      れた水位（法第１２条第１項に規定される通報水位）をいう。

  (７)  はん濫注意水位（警戒水位）

        河川の水位が相当に上がり、警戒にあたることを必要とする水位をいう（法

      第１２条第２項に規定される警戒水位）。

  (８)  避難判断水位（特別警戒水位）

        はん濫注意水位（警戒水位）を越える水位であって、特に警戒にあたること

      を必要とする水位をいう（法第１３条第１項及び第２項に規定される特別警戒

      水位）。　
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  (９)  はん濫危険水位（危険水位）

        洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の恐れがある水位をいう。

  (10)  重要水防箇所（重要水防区域）

        河川のはん濫又は高潮により、特に重大な災害が予想され、厳重な水防が必

      要であると認められる箇所（区域）をいう。

  (11)  浸水想定区域

        洪水時の円滑かつ迅連な避難を確保するため、河川整備の計画降雨により、

      当該河川がはん濫した場合に、浸水が想定されるとして、国又は県が指定した

      区域をいう（法第１４条）。

第 ３ 節    水 防 の 責 任 等

  水防に関係する各主体について、水防法に規定されている責任及び義務は次の通り

である。

 （１)  県の責任

        県内における水防管理団体が行う水防が、十分に行われるように指導を行う

      とともに、水防能力の確保に努める責任を有する。（水防法第３条の６）

        主な事務は、次のとおり。

      ①  指定水防管理団体の指定（法第４条）

　　　②　水防計画の策定及び要旨の公表（法第７条第１項及び第４項）

　　　③　気象予報及び警報、洪水予報の伝達（法第１０条第３項）

　　　④　水位情報の通知及び周知（法第１３条）

　　　⑤　浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第１４条）

　　　⑥　水防警報の発表及び通知（法第１６条第１項、第２項及び第３項）

　　　⑦　水防信号の指定（法第２０条）

　　　⑧　避難のための立ち退きの指示（法第２９条）

　　　⑨　緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第３０条）

　　　⑩　水防に関する勧告及び助言（法第４８条）

 （２） 水防管理団体の責任

        水防管理団体たる市町村は、その管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任

      を有する（法第３条）。主な事務は、次のとおり。

      ①  平常時における河川等の巡視（法第９条）

      ②  水位の通報（法第１２条第１項）

      ③  浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難のための措置（法第１５条）

      ④  水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第１７条）
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      ⑤  警戒区域の設定（法第２１条）

      ⑥  警察官の援助の要求（法第２２条）

      ⑦  他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第２３条）

      ⑧  堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第２５条、法第２６条）

      ⑨  公用負担（法第２８条）

      ⑩  避難のための立ち退きの指示（法第２９条）

  (３)  国の責任

      ①  洪水予報の発表及び通知（法第１０条第２項）

      ②  水位情報の通知及び周知（法第１３条第１項）

      ③  水防警報の発表及び通知（法第１６条第１項及び第２項）

      ④  浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第１４条）

  (４)  居住者等の義務

        居住者等は水防管理者、消防機関の長より要請があった場合は直ちに協力し、

      水防に従事しなければならない。（水防法第２４条）

第 ２ 章      水 防 組 織

第 １ 節    水 防 本 部

  県は、熊本地方気象台から水防に関する気象予警報の通知を受け、洪水又は高潮の

おそれがあると判断したときから、その洪水又は高潮に対する危険が解消するまでの

間、熊本県庁内に水防本部を設置する。

  なお、熊本県災害対策本部が設置された場合は、水防本部は災害対策本部の土木対

策部として水防業務を遂行する。

  (１)  県の水防組織

   本部長（知事）、副本部長（土木部長）

 　水防管理者（市町村長）

   水防区本部長（振興局長・熊本土木事務所長）、
   副本部長（振興局土木部長・熊本土木事務所次長）

熊本県水防本部

水 防 区 本 部

熊
本
県
水
防
協
議
会

熊本県災害対策本部

水 防 管 理 団 体
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  (２)  水防本部の組織

        水防本部を設置した場合は、土木部各課職員及び危機管理・防災消防総室職

      員 （河川課兼務）で班編成する情報班により水防待機を開始する。

        なお、大規模（県民経済上重大な損害が生ずる）な災害が発生するおそれが

      ある場合又は発生した場合及び水防本部長が必要と認める場合には、次の組織

      表に基づき、各班を組織し、本部各班長は水防本部長の指揮を受け、所管する

      施設の水防に関する業務の遂行にあたるものとする。

 班長　河川課長

○ 水防待機班

　〔土木部職員〕

　〔危機管理防災課情報通信班員〕

 班長　河川課長

 班長　道路保全課長

 班長　砂防課長

 班長　港湾課長

 班長　下水環境課長

 班長　都市計画課長

第 ２ 節    水 防 区 本 部

  熊本土木事務所及び各地域振興局（以下「各地域振興局等」という。）は、熊本地

方気象台から水防に関する気象予警報の通知を受け、洪水又は高潮のおそれがあると

判断したときから、その洪水又は高潮に対する危険が解消するまでの間、各地域振興

局等内に水防区本部を設置する。

河　川　班

道　路　班

情　報　班

副本部長補佐

河川港湾局長

砂　防　班

港　湾　班

下水環境班

予　備　班

水防副本部長

（　知 事　）

参　与

（副知事、総務部長）

水防本部長

（ 土木部長 ）

道路都市局長
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  (１)  水防区は、各地域振興局等管内毎とし、その地域振興局等内に水防区本部を

      置く。

  (２)  水防区本部長に各地域振興局長(熊本土木事務所長)、水防区副本部長に振興

      局土木部長(熊本土木事務所次長)を充てる。

  　    なお、水防区本部の水防待機については、熊本県地域防災計画及び熊本県水

      防計画、熊本県水防待機実施基準・実施要領等に基づき、水防区本部の水防待

      機実施要領等を定め、水防活動の万全を図るものとする。

  (３)  水防区毎に、毎年、梅雨期前に水防連絡会を開催する。

  (４)  連絡会は水防区本部が主催し、国土交通省九州地方整備局河川国道・河川事

      務所、警察署、隣接地域振興局、管内水防管理団体及び水防関係機関が集まり

      会議を行う。

  (５)  会議は水防計画についての周知、情報の交換、水防に関しての通信連絡応援

      等について協議し、もって水防活動に資するものとする。

  (６)  水防区本部長は、１河川が２以上の水防区にわたる場合は、関係水防区本部

      間であらかじめ連絡、協力方法を決定しておかなければならない。

第 ３ 節　  水 防 管 理 団 体

  (１)  指定水防管理団体

　　　  水防管理団体は、区域の水防を十分に果たすため、水防体制を確立し、水防

　    団等を組織しておくものとする。

　　　  なお、水防上、公共の安全に重大な関係のある指定水防管理団体は、資料編

　   【Ⅲ-１５】のとおり。

  (２)  水防計画の策定

        指定水防管理団体の水防管理者は、水防法第３２条の規定に基づく水防計画

      を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、当該団

　　  体の水防協議会（又は防災会議）に諮るとともに、知事に協議しなければなら

      ない。

  (３)  水防訓練

      ①  水防法第３５条による指定水防管理団体の水防訓練は、毎年、出水期前に

        行うものとする。

      ②  水防訓練は、通信・連絡、出動・警戒、水防（工法）作業、水門等の操作、

        避難等について行うものとするが、適宜選択して重要な事項について重点的

        に実施する。また、地域住民の水防意識の高揚に資するよう考慮するものと

        する。       
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第 ４ 節　  水 防 協 議 会

  熊本県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、水防法第８条

第１項の規定により熊本県水防協議会を設置する。

  (１)  熊本県水防協議会に関し必要な事項は熊本県水防協議会条例（昭和２５年６

　　  月１９日熊本県条例第３１号）に定める。また、議事運営に関し必要な事項は

　　  水防協議会運営要領に定める。

  (２)  熊本県水防協議会の構成は資料編【Ⅲ-１６】のとおりとする。

第 ３ 章      重 要 水 防 区 域 等

　洪水時に危険が予想され、重点的に巡視・点検をする必要がある箇所を重要水防区

域として指定し、堤防等の状況により重要度を設定している。管内水防区域のうち、

重要水防区間及び重要水防箇所については、資料編【Ⅰ】のとおりである。

第 ４ 章      気 象 予 警 報 等 ・ 観 測 ・ 通 信 連 絡

第 １ 節　  気 象 予 警 報

  (１)  注意報

　　　  県内のいずれかの地域において災害が起こるおそれがある場合に、気象業務

      法に基づき、熊本地方気象台が一般及び関係機関に対して注意を喚起するため

      に行う予報をいう。

  (２)  警報

　　　　県内のいずれかの地域において、重大な災害が起こるおそれがある場合に、

　　　気象業務法に基づき、熊本地方気象台が一般及び関係機関に対して警戒を喚起

　　　するために行う予報をいう。

　　　　このうち、水防活動に必要な気象予警報の種類と発表基準は次のとおりである。
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  大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

 １時間雨量 60mm～90mm 以上又は土壌雨量指数 143～205 以上

  具体的（詳細）な基準は資料編【Ⅲ－１】参照

  洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

  １時間雨量 60mm～90mm 以上、流域雨量指数 9～45 以上又は

  複合基準。具体的（詳細）な基準は資料編【Ⅲ－１】参照

  平均風速 20m/s 以上

  台風等による海面の異常上昇によって、重大な災害が起こるおそれ

  があると予想される場合。潮位が ＴＰ （東京湾平均海面） 2.2～4.5m

  以上。具体的（詳細）な基準は資料編【Ⅲ－１】参照

  高いところで ２m程度の津波

  高いところで ３m程度以上の大津波

  ２４時間の降雪の深さが ２０cm以上 （ただし阿蘇山は ３０cm以上）

  平均風速 ２０m/s以上 （雪を伴う）

  大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

  １時間雨量 40mm～60mm 以上又は土壌雨量指数 97～142以上

  具体的（詳細）な基準は資料編【Ⅲ－１】参照

  洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。

  １時間雨量 40mm～60mm 以上、流域雨量指数 4～36 以上又は

  複合基準。具体的（詳細）な基準は資料編【Ⅲ－１】参照

  平均風速 １０m/s以上 （ただし阿蘇山は １５m/s以上）

  台風等による海面の異常上昇によって、災害が起こるおそれがある

  と予想される場合。潮位が ＴＰ（東京湾平均海面） 1.9～3.0 m以上。

  具体的（詳細）な基準は資料編【Ⅲ－１】参照

  高いところで ０．５ｍ程度の津波

  高いところで ３m程度以上の大津波

  ２４時間の降雪の深さが ５cm以上 （ただし阿蘇山は１０cm以上）

※ 土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に貯まっているようすを表すもので、土砂災害発生の

    危険性を示す指標。５キロ格子毎に指数を決めて、最も低い指数を示す。

※ 流域雨量指数とは、細分区域・市町村をまたがって流下する河川について、河川に集まって

    くる水の量を把握するための指数。 「上流降雨による下流の洪水危険度」 を監視することが

    可能となる。

第 ２ 節　  雨 量 ・ 水 位 等 の 観 測 及 び 通 報 

　雨量・水位等の観測局は資料編【Ⅱ-１～３】のとおりであり、観測した雨量・水位等

の情報は、県のホームページにより一般に公開している。

「熊本県統合型防災情報システム」(ＵＲＬ)　　http://www.bousai.pref.kumamoto.jp

 （ システムの概要は資料編【Ⅱ-４】のとおり。）

種    類 基  準  値  （ 予想される気象条件 ）

大雨警報

洪水警報

警

報

暴風警報

高潮警報

高潮注意報

暴風雪警報

津波警報

大雪警報

注

意

報

大雨注意報

洪水注意報

強風注意報

津波注意報

大雪注意報
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第 ３ 節　  水 防 情 報 等 の 連 絡 系 統

  水防における通信連絡は無線・有線通信網により行うものとし、連絡にあたっては、

確実を期すため着信確認を行うものとする。また、その系統図は次のとおりである。

※ 津波に関する予報伝達系統図 〔 上記以外の主な系統 〕

水防区本部
各地域振興局
熊本土木事務所

県  民
一  般

警察機関

自衛隊

報道機関

【 災害対策本部 】
( 県 庁 )

国土交通省
各 事 務 所

消防機関

水防管理団体
( 市町村 )

統合型防災情報システム

水防本部
( 県 庁 )

雨量水位潮位等

熊本地方気象台

雨量水位等各種情報

ＮＴＴ西日本

沿
岸
市
町
村

消
防
機
関

出動応援要請等 非難勧告指示気象情報

福
岡
管
区
気
象
台

県警本部

熊本海上保安庁

沿
岸
住
民

( 警報のみ ）

警察署
駐在所

船舶

駅

ＮＨＫ熊本放送局

ＪＲ九州熊本支店

気

象

庁
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第 ５ 章      洪 水 予 報 ・ 水 防 警 報　等

第 １ 節　  洪 水 予 報　等

  (１)  国土交通大臣が発表する洪水予報及び水位情報

        水防法第１０条第２項及び気象業務法第１４条の２第２項に基づき、国土交

      通省と気象庁（熊本地方気象台）が共同して行う洪水予報について、水防本部

      長は、国土交通大臣から、洪水予報の通知を受けたときは、直ちに関係水防区

      本部長及び関係水防管理者に通報するとともに、確実を期すため、着信確認を

      行うものとする。

　 　 ①  洪水予報の種類と発表基準

　　　　　洪水予報の種類と発表基準については、次のとおりである。

  実施区域内ではん濫が発生したとき。

      ②  洪水予報河川と実施区域

          洪水予報河川と実施区域については、資料編【Ⅲ-３】のとおり。

      ③  伝達系統図及び洪水予報文例

          伝達系統図及び洪水予報文例については、資料編【Ⅲ-４】のとおり。

④ 水位周知河川

        　水防法第１３条第１項に基づき、国土交通大臣が水位情報〔特別警戒水位

　 　  　（避難判断水位）〕の通知を行う河川については、資料編【Ⅲ-５】のとおり。

第 ２ 節　  水 防 警 報

  (１)  国土交通大臣が発表する水防警報

はん濫危険情報
（ 洪水警報 ）

はん濫発生情報
（ 洪水警報 ）

種    類

はん濫警戒情報
（ 洪水警報 ）

発      表     基      準

 基準地点の水位がはん濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに
 上昇することが予想されるとき。

 基準地点の水位が避難判断水位に到達し、さらに上昇することが
 予想されるとき、又は、はん濫危険水位（危険水位）に到達する
 ことが予想されるとき。

 基準地点の水位がはん濫危険水位（危険水位）に到達し、はん濫
 のおそれがあるとき。

はん濫注意情報
（ 洪水注意報 ）
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　　　　水防本部長は、国土交通大臣から水防警報の通知を受けたときは、直ちに関

　　　係水防区本部長及び関係水防管理者に通報するとともに、確実を期すため、着

　　　信確認を行うものとする。

　 　 ①  水防警報の種類と発表基準

　　　　　水防警報の種類と発表基準については、次のとおりである。

　 　 ②  国土交通大臣が水防警報を発表する河川

　　　　  国土交通大臣が水防警報を発表する河川については、資料編【Ⅲ-６-①】

　　　　のとおり。

　 　 ③  水防警報対象量水標と条件

        水防警報対象量水標と条件については、資料編【Ⅲ-６-②】のとおり。

　 　 ④  水防警報連絡機関及び水防警報文例

準 備

出 動

 はん濫警戒情報等により、又は
 既に、はん濫注意水位（警戒水
 位）を超え、災害の起こるおそれ
 があるとき。

 出水状況及びその河川状況を示し、警戒
 が必要である旨を警告するとともに、水防
 活動上必要な越水・漏水・法崩・亀裂等の
 河川の状態を示し、その対応策を指示
 するもの。

 水防活動を必要とする出水状況が解消
 した旨及び当該基準水位観測所名による
 一連の水防警報を解除する旨を通告する
 もの。

 水防機関が出動する必要がある旨を警告
 するもの。

解 除

 出水あるいは水位の再上昇が懸念される
 場合に、状況に応じて直ちに水防機関が
 出動できるように待機する旨を警告し、
 又は水防機関の出動期間が長引くような
 場合に、出動人員を減らしても差支えない
 が、水防活動を止めることはできない旨
 を警告するもの。

 雨量、水位、流量とその他河川
 状況により必要と認めるとき。

 気象予警報等及び河川状況等に
 より必要と認めるとき。

種 類 内          容 発   表   基   準

 はん濫注意水位以下に下降した
 とき、又は水防作業を必要とする
 河川状況が解消したと認めるとき。

警 戒

 水防に関する情報連絡、水防資器材の整
 備、水門機能等の点検、通信及び輸送の
 確保等に努めるとともに、水防機関に出動
 の準備を させる必要がある旨を警告
 するもの。

待 機

 はん濫注意情報等により、又は
 水位、流量、その他河川状況に
 より、はん濫注意水位（警戒水
 位）を超えるおそれがあるとき。
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        水防警報連絡系統図及び水防警報文例については、資料編【Ⅲ-６-③ 、

　　　　④】のとおり。

  (２)  知事が発表する水防警報

　　　　水防警報発令者（水防区本部長）は、水防警報を発令したときは、直ちに、

　　　その警報事項を関係水防管理者へ通知するとともに、県水防本部へ通報するも

　　　のとする。なお、確実を期すため、着信確認を行うものとする。

　　　　水防警報の通知を受けた水防管理者は、必要に応じて、関係住民に連絡する

　　　とともに、水防機関を待機させ、又は、必要に応じて、出動、その他の措置を

　　　とらせるものとする。

　 　 ①  水防警報の種類と発表基準

　　　　　水防警報の種類と発表基準については、次のとおりである。

 洪水警報等により、又は、避難
 判断水位に達し、更に上昇し、
 はん濫危険水位に達するおそれ
 があるとき。

待 機

準 備

出 動

警 戒

 水防機関が出動する必要がある旨を警告
 するもの。

 洪水警報等により、又は水位、
 流量その他河川状況により、
 はん濫注意水位に達し、更に
 上昇するおそれがあるとき。

 洪水により相当の被害を生じるはん濫の
 おそれがあり、住民等を避難させる必要
 がある旨を警告するもの。
 出水状況及びその河川状況を示し、警戒
 が必要である旨を警告するとともに、水防
 活動上必要な越水・漏水・堤防斜面の崩れ
 ・亀裂等の河川の状態を示し、その対応策
 を指示するもの。

 水防に関する情報連絡、水防資器財の整備、
 水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等
 に努めるとともに、水防機関に出動の準備を
 させる必要がある旨を警告するもの。

 雨量、水位、流量とその他河川
 状況により必要と認めるとき。

種 類 内          容 発   表   基   準

 出水あるいは水位の再上昇が懸念される
 場合に、状況に応じて、直ちに水防機関が
 出動できるように待機する旨を警告し、又は、
 水防機関の出動期間が長引くような場合に、
 出動人員を減らしても差支えないが、水防
 活動は止めることはできない旨を警告する
 もの。

 気象予警報等及び河川状況等に
 より必要と認めるとき。

 洪水警報等により、又は、はん濫
 危険水位に達し、更に上昇し、
 はん濫するおそれがあるとき。

 洪水により、堤防の決壊など重大な災害
 発生の恐れがあり、住民等を直ちに避難
 させる必要がある旨を警告するもの。
 出水状況及びその河川状況を示し、厳重
 な警戒が必要である旨を警告するとともに、
 水防活動上必要な越水・漏水・堤防斜面
 の崩れ・亀裂等の河川の状態を示し、その
 対応策を指示するもの。

警 戒

厳 重
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　 　 ②  知事が水防警報・水位情報の通知及び周知を行う河川及びその区域

          知事が水防警報・水位情報の通知及び周知を行う河川及びその区域につい

        ては、資料編【Ⅲ-７-①】のとおり。

　 　 ③  水防警報対象量水標の設定水位と条件

　　　　　水防警報対象量水標の設定水位と条件については資料編【Ⅲ-７-②】のとおり。

　 　 ④  水防警報の通知及び水位観測所の関係する水防管理者の範囲

　　　　　水防警報の通知及び水位観測所の関係する水防管理者の範囲については、

　　　　資料編【Ⅲ-７-③】のとおり。

　 　 ⑤  水防警報連絡系統図

　　　　　水防警報連絡系統図については、資料編【Ⅲ-７-④】のとおり。

　 　 ⑥  水防警報文例等

　　　　　水防警報発令様式（文例）等については、資料編【Ⅲ-７-⑤】のとおり。

第 ６ 章      水 防 活 動

  水防管理者は、次に示す基準により、あらかじめ定めた計画に従って、水防機関に

待機、準備、出動、警戒、水防作業等の水防活動を適切に行わせるものとする。

第 １ 節　  待 機 ・ 準 備 ・ 出 動

  (１)  待機

        水防管理者は、次の場合、水防機関を待機させるものとする。

      ①  水防警報河川にあっては、「待機」の水防警報が発表されたとき。

      ②  その他の河川にあっては、水防団待機水位に達した通知を受けた後、気象

        情報、水防情報（雨量・水位）を十分監視して、県水防計画に定めたはん濫

        注意水位に達すると思われるとき。

 水防活動を必要とする出水状況が解消した
 旨及び当該基準水位観測所名による一連
 の水防警報を解除する旨を通告するもの。

 はん濫注意水位以下に下降した
 とき。又は、水防作業を必要と
 する河川状況が解消したと認め
 られるとき。

発   表   基   準種 類 内          容

解 除
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  (２)  準備

        水防管理者は、次の場合、水防機関に対し、出動の準備をさせるものとする。

      ①  水防警報河川にあっては、「準備」の水防警報が発表されたとき。

      ②  その他の河川にあっては、水防団待機水位に達した通知を受けた後、気象

        情報、水防情報（雨量・水位）を十分監視して、県水防計画に定めたはん濫

        注意水位を突破すると思われるとき。

  (３)  出動

        水防管理者は、次の場合、水防機関を出動させるものとする。

      ①  水防警報河川にあっては、「出動」の水防警報が発表されたとき。

      ②  その他の河川にあっては、河川の水位が、県水防計画に定められたはん濫

        注意水位を突破し、なお水位の上昇があり、かつ、気象情報、水防情報（雨

        量・水位）を十分監視して、警戒の必要が予測されるとき。

第 ２ 節　  警 戒 ・ 水 防 作 業 ・ 解 除

  (１)  監視及び警戒

         水防管理者は出動命令を発したときから、水防機関の長は出動命令を受け、

      出動したときから、水防区域の監視及び警戒を厳重にし、堤防の異常（漏水・

      亀裂・法崩・越水等）の早期発見に努めるとともに、異常を発見した場合は、

      直ちに、水防作業を開始するものとし、その旨水防区本部長へ報告するものと

      する。また、水防上緊急の必要がある場合は、水防機関の長又は消防機関に属

      する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立

      入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命じ、あるいは、

      その区域内の居住者又は水防の現場にある者をして、水防に従事させることが

      できる。

  (２)  水防作業

        水防工法には種々なもの（資料編【Ⅲ-８】参照）があるが、その目的と資材人員

　　　等に応じて、最も適切なものを選定して水防作業を実施しなければならない。  

  (３)  非常事態の発生と応援等

　　　　堤防が決壊し又はこれに準ずる事態が発生した場合は、その区域の水防管理

　　　者は、直ちに、その旨を水防区本部長並びにはん濫のおそれのある隣接地域の

　　　水防管理者及びその他水防関係機関に通報しなければならない。

    　　水防のため、緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は

　　　市町村長若しくは水防機関の長に対して応援を求めることができる。応援を求

  　　められた者は、できる限り、その求めに応じなければならない。なお、応援の

　　　ため派遣された者は、水防についての応援を求めた水防管理者の所轄の下に行

　　　動する。

  　　　また、水防上必要があるときは、所轄警察署長に対し、警察官の出動を求め
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　　　ることができる。

  (４)  解除

　　　①　水防警報河川にあっては、「解除」の水防警報の発表があったとき。

　　　②　その他の河川にあっては、はん濫注意水位以下に下がって、再び、増水の

　　　　おそれがなくなったとき。

第 ３ 節　  ダム・水門等の操作

  (１)  ダム・水門等

        ダム及び水門等の管理者は、常に当該施設が充分その機能を発揮できるよう

      努めるとともに、特に、水防時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、

      防止に努めるものとする。

        また、ダム及び水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防

      警報の通知を受けたとき、又は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水

      時又は洪水のおそれがあると認めたときは、各施設の操作（管理）規程等に基

      づき、的確な操作を行うものとする。

  (２)  操作の連絡

        ダム及び水門等の管理者は、各施設の操作規則等に基づき、放流等の情報を

      直ちに、関係機関及び下流地域等の水防管理団体に迅速に連絡するものとする。

  (３)  連絡系統図

その他関係機関

   下流地域のダム・水門等管理者

   漁業協同組合                     等

地
域
住
民

  （気象情報）

熊本地方気象台 国交省出先事務所

消防本部、消防組合

警察署、駐在所

関係市町村（水防管理団体）

県地域振興局

報道機関

県危機管理防災消防総室

県水防本部

ダ
ム
管
理
者

県
河
川
開
発
室

国
土
交
通
本
省

九
地
整
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第 ７ 章      通 信 ・ 連 絡 及 び 輸 送

第 １ 節　  通信・連絡

  (１)  非常・緊急時の通信・連絡

        災害時における通信施設の利用は、通常、各々の災害対策関係機関の加入電

      話により通信連絡するが、非常・緊急時における市外通話の優先的利用を行う

      ため、ＮＴＴ西日本熊本支店と調整し、災害時優先電話の指定を受けておくもの

      とする。

        なお、非常・緊急電話として取り扱われるのは、水防機関相互の洪水等の通

      報及び警報、予防のため緊急を要する事項を内容とする通話に限られる。

  (２)  非常通信の利用

        一般加入電話による通信不能又は特に緊急を要する場合は、次に掲げる機関

      の専用電話、無線等の通信施設を使用することができる。

      ①  熊本県警本部通信施設

      ②  九州地方整備局通信施設

      ③  九州電力株式会社通信施設

      ④  九州旅客鉄道株式会社通信施設

      ⑤  熊本気象台通信施設

第 ２ 節　  輸送

  (１)  輸送の確保

        非常の際、水防資器材、作業員その他の輸送が確保できない場合、次に掲げ

      る機関から、必要に応じて借り上げ、輸送の円滑化を図るものとする。

      ①  車両等の確保

        ア）  公共的団体の車両等

        イ）  輸送を業とする者の所有車両等

        ウ）  その他（自家用車両等）

      ②  鉄・軌道、空中輸送等の確保

        ア）  必要に応じ、九州旅客鉄道株式会社熊本支社等に要請するものとする。

        イ） 「自衛隊派遣要請計画」に定めるところによる。

      ③  船舶の確保

        ア）  公共的団体の船舶

        イ）  海上輸送等を業とする者の所有船舶等
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  (２)  輸送経路図の作成

        水防管理団体は、管内の重要水防区域においてあらゆる状況を推定して、次

      のような輸送経路図を作成のうえ、所轄の県水防区本部長に提出しておくもの

      とする。

      ①  付近略図に道路幅員その他通路のわかる輸送網図

      ②  万一に備えた多角的輸送路の選定図

第 ８ 章      水 防 資 材 の 備 蓄 配 置

第 １ 節　  県 の 備 蓄 配 置

  (１)  水防倉庫備蓄資材

　　　　水防区本部毎の水防倉庫備蓄資材は、資料編【Ⅲ-１３】のとおり。

  (２)  作業連絡用車両

　　　　水防区本部毎の作業連絡用車両配置状況は、資料編【Ⅲ-１４】のとおり。

第 ２ 節　  水 防 管 理 団 体 の 備 蓄 配 置

  (１)  指定水防管理団体

　　　　指定水防管理団体は管内河川における水防が十分に行えるよう資材備蓄倉庫

　　　を設置し、下記基準により資器材を備蓄しておくものとする。

  (２)  その他の水防管理団体

　　　　指定水防管理団体以外の水防管理団体にあっては、本基準を参考として適宜、

　　　資器材を備蓄しておくものとする。

  (３)  資器材の備蓄基準

　　　　備蓄倉庫１箇所当たりの備蓄基準は次表のとおりとする。備蓄倉庫には表札

　　　を掲げ、資器材の数量を表示すること。

1,000 300 200 20 2 200

枚本 本

100 10 10 5 5 20

丁 本

20

照
明
器

む
し
ろ

袋 ㎏ 本 本 個 個 丁 丁

の
こ
ぎ
り

ス
コ
ッ
プ

つ
る
は
し

担
棒

かます
又は
麻袋

縄
杭木
２ｍ
４ｍ

竹

12㎝

た
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づ
ち

掛矢
又は

ﾊﾝﾏｰ

なた
又は
斧
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第 ９ 章      水 防 標 識 及 び 信 号

第 １ 節　  水 防 標 識

  水防法第１８条、第１９条に規定する優先通行及び緊急通行の車両の標識は、標旗

は白地、水防管理団体名及びその図案は赤色とし、資料編【Ⅲ-９】のとおりとする。

第 ２ 節　  水 防 信 号

水防法第２０条に規定する水防信号は、資料編【Ⅲ-１０】のとおりとする。

第 10 章      費 用 負 担 及 び 公 用 負 担

第 １ 節　  費 用 負 担

  水防管理団体の水防に要する費用は、水防法第４１条の規定により、当該水防管理

団体が負担するものとする。

  また、応援のために要する費用の負担は、応援を求めた水防管理団体が負担する。

ただし、その金額及び負担の方法は、双方協議のうえ決定する。

第 ２ 節　  公 用 負 担

  (１)  水防法第２８条の規定により、水防のため緊急の必要があるときは、水防管

      理者、水防団長又は消防機関の長は、次の権限を行使することができる。

      ①  必要な土地の一時使用

    　②　土石、竹木その他の資材の使用及び収用

  　  ③　車両その他の運搬用機器の使用

　　  ④　工作物その他の障害物の処分

  (２)  水防法第２８条第２項の規定により、公用負担の権限を行使した場合は「公

      費負担証票」(資料編【Ⅲ-１１】参照）を２通作成のうえ、その１部を負担者

      に手渡し、権限行使により損失を受けた者に対して水防管理団体は時価により、

      その損失を補償するものとする。
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第 11 章      水 防 報 告

  (１)  水防管理者及び水防区本部長は、水防活動が終了したときは、速やかに次の

      事項をとりまとめ、水防管理者にあっては、別記第１号様式により管轄水防区

      本部長に、水防区本部長にあっては、別記第２号様式により水防本部長（河川

　　　課取扱い）に報告しなければならない。     

  ①　天候の状況

  ②　出水の状況

　③　消防機関に属する者の出動時刻及び人員

  ④　堤防その他の施設等の異常の有無

  ⑤　水防作業の状況

  ⑥  使用資材の種類及び員数並びに消耗量及び回収量

  ⑦　公用負担の種類及び数量

  ⑧ 　応援の状況

  ⑨ 　一般住民の出動状況

  ⑩  警察の援助状況

  ⑪  現地指導員の職氏名

  ⑫  避難のための立退きの状況

  ⑬  水防関係者の死傷

  ⑭  殊勲者及びその功績

  ⑮  今後の水防上考慮すべき点その他水防管理者の所見

  (２)  水防実施状況報告書の記載要領

  ①　第１号様式 （ 資料編【Ⅲ-１２】参照 ）

        ｱ)  各水防管理団体及び水防区本部で水防を行った箇所毎に作成すること。

        ｲ)  各水防管理団体は、管轄水防区本部長に箇所毎の報告書を２部提出する

          こと。

  ②　第２号様式 （ 資料編【Ⅲ-１２】参照 ）

        ｱ)  水防区本部長は、各水防管理団体より提出された第１号様式の報告書を

　　　　　集計して、第２号様式の報告書を作成すること。

        ｲ)  第２号様式の報告書に、第１号様式の報告書１部を添付して水防本部長

　　　 　（河川課扱い）あて提出すること。
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第 12 章      水 防 管 理 協 定 等

  (１)  他県との水防管理協定

  ①　他県との水防管理協定

　　　水防法第７条第３項の規定により下記のとおり協定する。

        ｱ)  福岡県との協定（Ｓ４６．７．３０）　

　　　　　　当該県管轄の地域においては、当該県の水防管理団体で管理することと

　　　　　し、その立地条件により水防法第２３条の規定に基づく応援については、

　　　　　自己の責任区域の水防に支障のない範囲でこれに応ずるものとする。

〔 熊本県：関川、福岡県：諏訪川 〕

        ｲ)  大分県との協定（Ｓ４７．４．１０）　

             当該県管轄の地域においては、当該県の水防管理団体で管理することと

          し、その立地条件により水防法第２３条の規定に基づく応援については、

          自己の責任区域の水防に支障のない範囲でこれに応ずるものとする。

〔 熊本県、福岡市：大野川 〕

  (２)  九州地方整備局との災害時の応援に関する申し合わせ

　　　　災害対策基本法第７７条に関して国土交通省所管施設における大規模な災害

　　　時の応援について次のとおり申し合わせを行う。（Ｈ２３．２．２８）

①　施設の被害状況の把握

②　情報連絡網の構築

③　災害応急措置等の実施に係る資材や職員の応援

④　現地情報連絡員（リエゾン）の派遣

⑤　緊急を要すると認められる場合の適切な緊急対応の実施

⑥　その他必要と認められる事項
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